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1 舗装の現状と課題

道路舗装は、市民の生活と社会を支える基本的な社会資本であり、道路利用者の安全かつ円滑な交通

を確保するとともに、快適な社会空間を形成する役割も果たしている。

これまでに建設・維持管理してきた道路舗装は、新城市の貴重な財産であり、市民サービスの向上を

図るため、今後も大切に保全していかなければならない。

一方、一般に舗装の寿命は約 10 年といわれており、適切な時期に適切な維持修繕が行われなければ、

補修ストックは増加していく。したがって、この道路舗装を限られた予算の中で、いかに効果的かつ効

率的に維持修繕していくかが重要な課題となっている。

このようななか、国土交通省 道路局より道路舗装について以下のような要領が示され、新城市にお

いても、限られた予算の中でこれまで以上に道路舗装の効果的・効率的な維持管理を推進すべく、ライ

フサイクルコストの考え方を視野に入れた舗装管理計画を策定した。

総点検実施要領（案）【舗装編】 国土交通省 道路局 平成 25 年 2 月

【目的】

「幹線道路を主として路面の状態を把握し、修繕の候補箇所を抽出すること、安全で円滑な交通の確

保及び舗装に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を実施するもの

であり、あわせて第三者被害を防止する観点から、ポットホールへの穴埋め等応急的な措置を行うこと」。

舗装点検要領 国土交通省 道路局 平成 28 年 10 月

【目的】

「舗装の長寿命化・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の削減など効率的な修繕の実施にあたり、道路

法施行令第 35 条の 2 第 1 項第二号の規定に基づいて行う点検に関する基本的な事項を示し、もって、

道路特性に応じた走行性、快適性の向上に資すること」
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【用語の定義】

本計画で取り扱う用語の定義は、舗装点検要領に順じ、以下のとおりとした。

・修繕

管理基準を超過した段階、若しくは早期に超過する見込みとなった段階で実施する切削オーバーレイ

や、路盤を含めた舗装打換など舗装を当初の機能まで回復させる措置。これらの措置については表層

が更新されるため、表層の供用年数は新たに累積させていくものとして取扱う。

・補修

管理基準未満で実施される、ひび割れ箇所へのシール材注入や、わだち部の切削など、現状の舗装

の機能を維持するための措置。よって、表層の供用年数は継続して累積させていくものとして取扱う。

（舗装点検要領P5 より抜粋）
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1.1 管理道路の対象

新城市が管理する道路の路線数、道路延長及び舗装延長を表-1に示す。

表-1 管理道路の対象

道路種別集計表（Ｒ３．４．１）
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1.2 舗装の現状

現在の路面性状を表-2，3および図-1, 2に示す。路面性状は平成 25 年度に実施した路面性状調査の

結果、およびこれを基に愛知県の劣化予測式を用いて平成 30 年度の路面性状データを推定し、100m
ごとに評価・整理したものである。この際、平成 25 年から平成 30 年の間における舗装の修繕は考慮し

ていない。

表-2，3および図-1，2より、修繕を実施しない場合、5 年間で舗装の劣化は著しく進行すると予想さ

れた。よって、適切な補修・修繕による舗装の長寿命化はインフラの供用・管理において非常に重要で

あるといえる。

表-2 MCIランク別延長（平成25年度）

表-3 MCI ランク別延長（平成30年度）

※ＭＣＩ（Maintenance Control Index）：舗装の維持管理指数 P8参照

MCI5.1以上 4.1～5.0 3.1～4.0 3.0以下

1級市道 67,103 27,640 18,368 12,109 8,986
2級市道 73,856 41,041 14,723 9,633 8,459
その他 2,231 1,492 300 139 300

計 143,190 70,173 33,391 21,881 17,745

種別
延長
(m)

MCI　ランク別延長 (m)

MCI5.1以上 4.1～5.0 3.1～4.0 3.0以下
1級市道 67,103 3,133 10,873 20,933 32,164

2級市道 73,856 751 18,202 26,450 28,453

その他 2,231 0 692 1,000 539

計 143,190 3,884 29,767 48,383 61,156

種別
延長
(m)

MCI　ランク別延長 (m)
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図-1 MCIランク別延長割合（平成25年度）

図-2 MCIランク別延長割合（平成30年度）
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2 舗装の維持管理の基本的な考え方

2.1 舗装管理の基本方針

舗装の個別施設計画の策定は、診断結果を踏まえた適切な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や

舗装の維持修繕に関するライフサイクルコストの縮減を目指すものである。

舗装の個別施設計画は、「舗装点検要領 平成 28 年 10 月 国土交通省 道路局」の仕様に準じて策定す

ることとした。舗装点検要領の概要を図-3に示す。また、舗装点検要領の用語の定義を次頁に示す。

図-3 舗装点検要領の概要

※ＩＲＩ（International Roughness Index）：国際ラフネス指数、路面の凹凸の程度を示すラフネス

（乗り心地を評価する指数）の一種

大分類 小分類 分類 点検の方法 健全性の診断 措置 記録

高規格

幹線

道路等

Ａ

Ｂ

・基本諸元の把握

　舗装台帳・工事履歴等

　表層の供用年数を整理

・使用目標年数の設定

・点検手法

　目視または機器

　管理基準を設定

・点検結果から

　　　　適切に診断

・管理基準

　ひび割れ

　わだち掘れ、ＩＲＩ

（ＭＣＩなど

　　　複合指標も可）

Ｃ

・点検計画の立案

　膨大な

　　道路ストックを網羅

・点検手法

　目視または機器

　管理基準を設定

生活

道路等
Ｄ

・点検計画の立案

　膨大な

　　道路ストックを網羅

・巡視の機会を通じた

　　　路面の損傷の把握

道路の分類 基本的事項（メンテナンスサイクル）

損傷の

進行が

早い

道路等

高速走行など求められるサービス水準等を考慮し、走行性や快適性を重視した管理

・健全性の診断に

　　　　　基づく措置

・早期劣化区間

　詳細調査・修繕設計

　　　　　　　が必要

 ･点検・診断・措置の

　　記録・保存が必要

損傷の

進行が

緩やか

な

道路等

 ･点検結果から

　　　　適切に診断



7

2.2 管理道路の分類（グループ分け）

舗装点検要領には道路の分類のイメージとして図-4が示されている。

図-4 道路分類のイメージ

本個別施設計画の策定に当たり、図-4を基に新城市における舗装の管理状況や、今後の管理方針を考

慮し、以下の基準で市道を分類B、C 及びD に分類して管理することとした。各道路分類に該当する道

路種別を表-4 に示す。

表-4 管理道路の分類

分類Ｂ

大型車交通量が多い道路、舗装が早期劣化する道路、その他同様の管

理とすべきと判断した道路。

分類Ｃ

大型車交通量が少ない道路、舗装の劣化が緩やかな道路、その他同様

の管理とすべきと判断した道路。

分類Ｄ

生活道路などを基本。

道路の分類は適宜見直し、舗装の修繕が出来るだけ効率的に実施される

よう取り組むことが求められる。

（舗装点検要領P6より抜粋）

【舗装点検要領・道路分類のイメージ】

分類 対象道路

分類Ｂ
・1級市道及び2級市道のうち、大型車交通量がN5交通以上の幹線道路
・交通量が多く、重要度が高いと判断できる道路

分類Ｃ
・上記以外の1級市道及び2級市道
・その他市道のうち、過去に路面性状調査を実施した道路

分類Ｄ ・上記以外の道路
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2.3 管理基準

舗装の管理基準には、路面の“ひび割れ率”，“わだち掘れ量”，“平たん性”から計算される舗装の維

持管理指数MCI（Maintenance Control Index）を使用することとした。

新城市の舗装管理基準値を表-5に示す。

表-5 管理基準（新城市）

参考として、MCI の計算式を図-5に示す。

図-5 MCIの計算式

ＭＣＩは、舗装の修繕要否を判断する道路管理者側からみた指標であり、“ひび割れ率”，“わだち掘れ

量”，“平たん性”から計算される。数値は１０点満点で評価され、値が小さいほど路面性状が悪いこと

を表す。ＭＣＩは、下記の４つの式からそれぞれ計算し、最も小さい値を当該区間のＭＣＩとする。

【舗装の維持管理指数 ＭＣＩ（MaintenanceControlIndex）】

MCI 維持修繕基準

5.1 以上 望ましい管理基準

4.1 ～ 5.0 修繕を行うことが望ましい

3.1 ～ 4.0 修繕が必要

3.0 以下 早急に修繕が必要

MCI ＝ 10 －1.48 C0.3－0.29 D0.7－0.47σ0.2

MCI0 ＝ 10 －1.51 C0.3－0.30 D0.7

MCI1 ＝ 10 －2.23 C0.3

MCI2 ＝ 10 －0.54 D0.7

C：ひび割れ率[%]

D：わだち掘れ量[mm]

σ：平たん性[mm]
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2.4 点検方法・点検頻度

道路分類ごとの点検方法と点検頻度の一覧を表-6に示す。

表-6 点検方法・点検頻度

2.5 使用目標年数

愛知県では、交通量区分がN6 以上の舗装について、舗装の設計期間を 20 年に設定している。他の

道路との補修タイミングを考慮し、新城市道の使用目標年数を 20 年と設定した。

3 計画期間

3.1 計画期間

分類C の道路の点検頻度が 10 年に 1 度であるため、中長期的なデータを考慮して個別施設計画の計

画期間を 20 年と設定した。

分類

分類Ｂの道路

分類Ｃの道路

分類Ｄの道路

道路パトロールによる日常点検と
必要に応じて目視・機器による点検

１０年に1度程度

路面性状測定装置・目視等
必要に応じた方法

１０年に１度程度

点検方法 点検頻度

道路パトロールによる路面状況の把握

※1：「機器」とは、路面性状測定装置等の機器を指す

※2：「目視」とは、画像撮影車を用いた目視調査を含む
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4 対策の優先順位（修繕計画の方針）

舗装の損傷状況、道路の重要性や利用状況、地域特性を考慮し、修繕の優先順位を決定する。

対策の優先順位は、以下のような考え方で設定した。

①舗装の損傷状況

路線の平均MCI：MCI 値が小さく、早急に修繕が必要な路線を優先する。

②道路の重要性

管理道路の分類：交通量や重要度から、管理道路をB、C およびD に分類し、重要度が高い路線を

優先する。

5 舗装の状態

5.1 診断結果

点検診断結果を表-7に示す。なお、診断には平成 25 年度に実施したデータを基に、愛知県の劣化予

測式を用いて推定した平成 30 年の数値を使用した。

図-7に示す診断結果より、平成 25 年度に点検を行った路線のうち分類B は 75.6％、分類C は 76.7％
が区分Ⅲ（修繕段階）と診断された。

表-7 点検診断結果

※分Ⅲ－1、区分Ⅲ－2 は、使用目標年数を設定後に補修履歴より算出する。

図-7 診断結果

（ｍ） （ｍ） （ｍ） Ⅲ－１ Ⅲ－２

分類Ｂ 24,967 1,545 4,549 18,873 ※ ※

分類Ｃ 118,223 2,339 25,218 90,666

計 143,190 3,884 29,767 109,539 ※ ※

道路の分類 合計

区分Ⅰ
(MCI 5.1以上)

区分Ⅱ
(MCI 4.1～5.0)

区分Ⅲ
(MCI 4以下)

6.2%

18.2%

75.6%

【分類B】診断区分別延長割合

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ

2.0%

21.3%

76.7%

【分類C】診断区分別延長割合

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ
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5.2 対策路線の選定

路面性状調査結果等から、以下の路線を対策路線として選定した。対策路線一覧を表-8に示す。対策

路線図を図-8に示す。路線選定には平成 25 年度に実施した路面性状調査の結果に加え、近年の地域状

況および路面の破損状況より細ツブラ加生沢線（道の駅に隣接、破損が進行）を追加した。

表-8 対策路線一覧
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図-8 対策路線図

対策路線図
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5.3 対策内容、実施時期及び対策費用

表-8に示した対策路線に対し、対策内容、実施時期及び対策費用を設定した「新城市の舗装点検・修

繕計画」を表-9に示す。

表-9 新城市の舗装点検・修繕計画


